
岡山市電子町内会システム利用規約システム利用規約利用規約

１ 目的

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、岡山市電子町内会システム利用規約運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、」に基づき、インターネット等を利用して、基づき、インターネット等を利用して、づき、インターネット等を利用して、等を利用して、を利用して、利用して、

地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内からの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情報の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内じてコミュニティの活性化を図る電子町内の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、活性化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内を利用して、図る電子町内る電子町内電子町内

会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、適正な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。利用を利用して、目的として、必要な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。事項を定めるものです。を利用して、定めるものです。める電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、です。

２ 規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、範囲

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用に基づき、インターネット等を利用して、、市から利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用に基づき、インターネット等を利用して、対し発行する「岡山市電子町内会システム利用し発行する「岡山市電子町内会システム利用する電子町内「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、岡山市電子町内会システム利用規約システム利用規約利用

マナー」、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ウェブサイト等を利用して、指針」等で規定する利用上の決まり、その他の利用条件等の」等を利用して、で規定めるものです。する電子町内利用上の決まり、その他の利用条件等のの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、決まり、その他の利用条件等のまり、その規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用条件等を利用して、の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

告知も、この規約の一部を構成するものとします。も、この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、一部を構成するものとします。を利用して、構成するものとします。する電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

３ 利用の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、停止

利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、いずれかに基づき、インターネット等を利用して、該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員する電子町内場合、システム利用規約管理者又は会長は、利用会員は会システム利用規約長は、利用会員は、利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用

に基づき、インターネット等を利用して、予告又は会長は、利用会員は通じてコミュニティの活性化を図る電子町内知も、この規約の一部を構成するものとします。する電子町内ことな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。くユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必パスワードの利用を停止し、又はその他必の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用を利用して、停止し、又は会長は、利用会員はその規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用必

要な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。措置を講ずることができるものとします。を利用して、講ずることができるものとします。ずる電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員できる電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

ア 利用申請を行う者が実在しない場合を利用して、行する「岡山市電子町内会システム利用う者が実在しない場合者が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員実在しない場合しな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。い場合

イ 利用申請を行う者が実在しない場合の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、内容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合に基づき、インターネット等を利用して、虚偽、誤記、又は会長は、利用会員は記入漏れがあった場合れが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員あった場合場合

ウ ユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ＩＤ又は会長は、利用会員はパスワードの利用を停止し、又はその他必を利用して、不正な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。に基づき、インターネット等を利用して、使用し、又は会長は、利用会員は使用させた場合場合

エ 転居、死亡等を利用して、に基づき、インターネット等を利用して、より、町内会システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用資格を喪失した場合を利用して、喪失した場合した場合場合

オ その規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用、利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用として不適格を喪失した場合と会システム利用規約長は、利用会員が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員判断した場合した場合場合

４ 譲渡の禁止の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、禁止

利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用としての規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、権利を利用して、第三者に基づき、インターネット等を利用して、譲渡の禁止する電子町内ことはできません。

５ 責任の所在の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、所在しない場合

町内会システム利用規約及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三らが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員行する「岡山市電子町内会システム利用った場合一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、行する「岡山市電子町内会システム利用為（利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、個人認証情報が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員第三

者に基づき、インターネット等を利用して、使用された場合ことに基づき、インターネット等を利用して、よって行する「岡山市電子町内会システム利用われた場合一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、行する「岡山市電子町内会システム利用為を利用して、含みます）とその結果について、みます）とその規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、結果について、に基づき、インターネット等を利用して、ついて、

一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、責任の所在を利用して、負うこととします。う者が実在しない場合こととします。

６ ユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ＩＤ及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三パスワードの利用を停止し、又はその他必の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、発行する「岡山市電子町内会システム利用と管理

会システム利用規約長は、利用会員は、町内会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用等を利用して、から電子町内会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用申請を行う者が実在しない場合が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員あった場合ときは、申請を行う者が実在しない場合内容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合

を利用して、確認し、利用を利用して、認めた場合場合に基づき、インターネット等を利用して、は、ウェブサイト等を利用して、管理者を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内じて、申請を行う者が実在しない場合を利用して、した場合町内会システム利用規約

員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用等を利用して、に基づき、インターネット等を利用して、ユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ＩＤとパスワードの利用を停止し、又はその他必を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内知も、この規約の一部を構成するものとします。します。ウェブサイト等を利用して、管理者及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用はユ

ーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必ＩＤとパスワードの利用を停止し、又はその他必を利用して、厳重に管理することとします。に基づき、インターネット等を利用して、管理する電子町内こととします。

７ 利用上の決まり、その他の利用条件等のの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、注意

電子町内会システム利用規約システム利用規約を利用して、利用する電子町内町内会システム利用規約は、岡山市電子町内会システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ウェブサイト等を利用して、である電子町内

ことを利用して、十分理解の上、地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、上の決まり、その他の利用条件等の、地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内からの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情報の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内じてコミュニティの活性化を図る電子町内

の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、活性化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内を利用して、図る電子町内る電子町内た場合め、利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員安心して電子町内会システムを利用できるように努して電子町内会システム利用規約システム利用規約を利用して、利用できる電子町内よう者が実在しない場合に基づき、インターネット等を利用して、努

める電子町内こととします。

（１）電子町内会システム利用規約システム利用規約に基づき、インターネット等を利用して、掲載できる情報できる電子町内情報



電子町内会システム利用規約システム利用規約上の決まり、その他の利用条件等のに基づき、インターネット等を利用して、は、町内会システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三主的な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。運用に基づき、インターネット等を利用して、より、各種の情報を掲載すの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、情報を利用して、掲載できる情報す

る電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員可能です。ただし、以下の基準のいずれかに該当する情報を掲載すること、です。た場合だし、以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、基づき、インターネット等を利用して、準のいずれかに該当する情報を掲載すること、の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、いずれかに基づき、インターネット等を利用して、該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員する電子町内情報を利用して、掲載できる情報する電子町内こと、

及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、情報を利用して、含みます）とその結果について、むサイトへリンクすることはできません。サイト等を利用して、へリンクすることはできません。リンクすることはできません。する電子町内ことはできません。

ア 公序良俗に反するものに基づき、インターネット等を利用して、反するものする電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

イ 他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用者を利用して、誹謗中傷するものする電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

ウ 他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用者に基づき、インターネット等を利用して、財産的不利益又は会長は、利用会員は精神的苦痛を与えるものを利用して、与えるものえる電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

エ 個人の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、プライバシーを利用して、侵害するおそれのあるものする電子町内おそれの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ある電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

オ 不当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。差別を助長するおそれのあるものを利用して、助長は、利用会員する電子町内おそれの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ある電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

カ 性的好奇心して電子町内会システムを利用できるように努を利用して、そそる電子町内おそれの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ある電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

キ 非行する「岡山市電子町内会システム利用、犯罪を煽るおそれのあるものを利用して、煽るおそれのあるものる電子町内おそれの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ある電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

クすることはできません。 特定めるものです。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、思想、宗教を流布若しくは攻撃するものを利用して、流布若しくは攻撃するものしくユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必は攻撃するものする電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

ケ 候補者名や政党名、特定の候補者を当選させるために候補者の身分や経歴、支や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内政党名や政党名、特定の候補者を当選させるために候補者の身分や経歴、支、特定めるものです。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、候補者を利用して、当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員選させるために候補者の身分や経歴、支させる電子町内た場合めに基づき、インターネット等を利用して、候補者の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、身分や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内経歴、支

持政党な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。どに基づき、インターネット等を利用して、ついての規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、虚偽の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、内容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合、又は会長は、利用会員は特定めるものです。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、候補者を利用して、当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員選させるために候補者の身分や経歴、支させな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いた場合め虚偽若しくは攻撃するもの

しくユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必は事実を利用して、ゆが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員めた場合内容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合を利用して、書き込むものき込むものむサイトへリンクすることはできません。もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

コ その規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用掲載できる情報又は会長は、利用会員はリンクすることはできません。する電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員好ましくユーザＩＤ・パスワードの利用を停止し、又はその他必な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いと市長は、利用会員が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員判断した場合する電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

（２）有料による企業や団体の広告掲載に基づき、インターネット等を利用して、よる電子町内企業や団体の広告掲載や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内団体の広告掲載の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、広告掲載できる情報

有料による企業や団体の広告掲載に基づき、インターネット等を利用して、よる電子町内企業や団体の広告掲載や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内団体の広告掲載等を利用して、の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、広告や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情報掲載できる情報に基づき、インターネット等を利用して、関しては、地域情報の発信や地域情しては、地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情報の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情

報の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内じた場合コミュニティの活性化を図る電子町内の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、活性化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内という者が実在しない場合電子町内会システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、目的の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、範囲内で、前

項を定めるものです。及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、基づき、インターネット等を利用して、準のいずれかに該当する情報を掲載すること、を利用して、全て満たす場合に掲載又はリンクすることが可能です。なお、て満たす場合に掲載又はリンクすることが可能です。なお、た場合す場合に基づき、インターネット等を利用して、掲載できる情報又は会長は、利用会員はリンクすることはできません。する電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員可能です。ただし、以下の基準のいずれかに該当する情報を掲載すること、です。な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。お、

有料による企業や団体の広告掲載で広告や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内情報を利用して、掲載できる情報し、又は会長は、利用会員はリンクすることはできません。する電子町内場合の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、収益は、電子町内会システム利用規約運営の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、た場合め

の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、経費に充てることとし、「有料広告等掲載届（様式５）」により市長に届け出を行に基づき、インターネット等を利用して、充てることとし、「有料広告等掲載届（様式５）」により市長に届け出を行てる電子町内こととし、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、有料による企業や団体の広告掲載広告等を利用して、掲載できる情報届（様式５）」に基づき、インターネット等を利用して、より市長は、利用会員に基づき、インターネット等を利用して、届け出を行出を行を利用して、行する「岡山市電子町内会システム利用

う者が実在しない場合こととします。

ア 公正な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。で真実な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

イ 受け手に不利益を与えないものけ出を行手に不利益を与えないものに基づき、インターネット等を利用して、不利益を利用して、与えるものえな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いもの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

ウ 地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内経済の健全な発展に寄与するものの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、健全て満たす場合に掲載又はリンクすることが可能です。なお、な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。発展に寄与するものに基づき、インターネット等を利用して、寄与えるものする電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

エ 風俗に反するもの営業や団体の広告掲載及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三これに基づき、インターネット等を利用して、類しないものしな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いもの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

オ 児童及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三青少年に悪影響を与えないものに基づき、インターネット等を利用して、悪影響を与えないものを利用して、与えるものえな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いもの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

カ 宗教を流布若しくは攻撃するもの活動、政治活動、意見広告、個人の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、宣伝に該当しないものに基づき、インターネット等を利用して、該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員しな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いもの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、

８ 免責事項を定めるものです。

（１）町内会システム利用規約及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用は電子町内会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用に基づき、インターネット等を利用して、より発生した一切の損害にした場合一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、損害するおそれのあるものに基づき、インターネット等を利用して、

ついて、市に基づき、インターネット等を利用して、対し発行する「岡山市電子町内会システム利用しその規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、責任の所在を利用して、問わないこととします。わな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いこととします。

（２）町内会システム利用規約及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用は、電子町内会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用に基づき、インターネット等を利用して、より第三者に基づき、インターネット等を利用して、損害するおそれのあるものを利用して、与えるものえ

た場合場合、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三己の責任において解決することとします。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、責任の所在に基づき、インターネット等を利用して、おいて解の上、地域からの情報発信や地域情報の共有化を通じてコミュニティ決まり、その他の利用条件等のする電子町内こととします。

（３）利用者の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、不注意に基づき、インターネット等を利用して、よって、第三者に基づき、インターネット等を利用して、よりデータが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員改ざんされた場合、改ざんさざんされた場合場合、改ざんされた場合、改ざんさざんさ

れた場合ことに基づき、インターネット等を利用して、より生した一切の損害にじた場合損害するおそれのあるものに基づき、インターネット等を利用して、ついては、市に基づき、インターネット等を利用して、対し発行する「岡山市電子町内会システム利用しその規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、責任の所在を利用して、問わないこととします。わな利用を目的として、必要な事項を定めるものです。いこととします。

９ 二次利用に基づき、インターネット等を利用して、ついて



市長は、利用会員が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員認めた場合第三者は、市及び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三び利用会員は、自らが行った一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三電子町内会システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、個人情報の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、取り扱いについての規約等り扱いについての規約等いに基づき、インターネット等を利用して、ついての規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約等を利用して、

を利用して、遵守した上で、電子町内会システムに掲載された情報を、無償で永続的に二次利用した場合上の決まり、その他の利用条件等ので、電子町内会システム利用規約システム利用規約に基づき、インターネット等を利用して、掲載できる情報された場合情報を利用して、、無償で永続的に二次利用で永続的に基づき、インターネット等を利用して、二次利用

（講ずることができるものとします。演会システム利用規約等を利用して、での規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、発表や新聞、雑誌への掲載許可など。複製・公開・送信・出版・翻訳・や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内新聞、雑誌への掲載許可など。複製・公開・送信・出版・翻訳・へリンクすることはできません。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、掲載できる情報許可な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。ど。複製・パスワードの利用を停止し、又はその他必公開・パスワードの利用を停止し、又はその他必送信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内・パスワードの利用を停止し、又はその他必出を行版・パスワードの利用を停止し、又はその他必翻訳・パスワードの利用を停止し、又はその他必

翻案・パスワードの利用を停止し、又はその他必編集・パスワードの利用を停止し、又はその他必転載できる情報等を利用して、も含みます）とその結果について、みます）する電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員できる電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

１０ 参加費に充てることとし、「有料広告等掲載届（様式５）」により市長に届け出を行用

電子町内会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用料による企業や団体の広告掲載等を利用して、は不要ですが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内に基づき、インターネット等を利用して、必要な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。パソコン等を利用して、は町内会システム利用規約又は会長は、利用会員

は利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用で用意する電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とし、プロバイダ料、通信料、その他一切の費用等につい料による企業や団体の広告掲載、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内信や地域情報の共有化を通じてコミュニティの活性化を図る電子町内料による企業や団体の広告掲載、その規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用一切の行為（利用会員の個人認証情報が第三の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、費に充てることとし、「有料広告等掲載届（様式５）」により市長に届け出を行用等を利用して、に基づき、インターネット等を利用して、つい

ては町内会システム利用規約又は会長は、利用会員は利用会システム利用規約員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員負うこととします。担するものとします。する電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

１１使用容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合量

各町内会システム利用規約へリンクすることはできません。の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、使用容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合量の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、割当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員は 3000MBとする電子町内。た場合だし、使用容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合量が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員 2000MBを利用して、超えた町内会えた場合町内会システム利用規約

から申し込むものみが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員あった場合場合は、追加で 2000MBの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、容に虚偽、誤記、又は記入漏れがあった場合量を利用して、割り当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員てる電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員できます（様式６）。

１２利用期間

電子町内会システム利用規約システム利用規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、利用期間は各年に悪影響を与えないもの度の３月末までとします。ただし事前に通知の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、３月末までとします。ただし事前に通知までとします。た場合だし事前に基づき、インターネット等を利用して、通じてコミュニティの活性化を図る電子町内知も、この規約の一部を構成するものとします。

の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。い場合は継続する電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

１３規約の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、変更

市は、必要と認める電子町内ときは、この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約に基づき、インターネット等を利用して、規定めるものです。する電子町内条項を定めるものです。を利用して、変更、削除し、又は新たなし、又は会長は、利用会員は新た場合な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。

条項を定めるものです。を利用して、追加する電子町内ことが以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員できる電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

１４ その規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、他に、市から利用会員に対し発行する「岡山市電子町内会システム利用

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約に基づき、インターネット等を利用して、定めるものです。める電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、の規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、ほか、必要な利用を目的として、必要な事項を定めるものです。事項を定めるものです。は市長は、利用会員が以下のいずれかに該当する場合、システム管理者又は会長は、利用会員別を助長するおそれのあるものに基づき、インターネット等を利用して、定めるものです。める電子町内もの規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、とします。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。１６年に悪影響を与えないもの１月１５日から適用します。から適用します。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。１６年に悪影響を与えないもの４月１日から適用します。から適用します。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。１７年に悪影響を与えないもの１２月１日から適用します。から適用します。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。１９年に悪影響を与えないもの７月１日から適用します。から適用します。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。２９年に悪影響を与えないもの４月１日から適用します。から適用します。

附則

この規約は、「岡山市電子町内会運営要綱」に基づき、インターネット等を利用して、規約は平成するものとします。３１年に悪影響を与えないもの２月１日から適用します。から適用します。


